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散居集落にふける複合経営

一胆沢町大畑平地区を事例として-

I　はじめに

集落形態と耕地に関しては,形態論的立場から

ち,機能論的立場からも,さまざまな研究が積み

重ねられてきたoなかでも,集落形態において特

徴的な敷居集落の研究は,小川琢治の報告1?以来,

多くの地理学研究者の朗心を集め,全国各地の散

居集落の研究報告がなされてきた。

近年においては,砺波平野を事例とした橋本征

冶2) ,大#Jt扇状地を事例とした岡村光展3),谷岡武

雄4)の研究等が7:=されている。また,石原潤5)は讃岐

平野を事例として,集落形態と地縁的集団のあり

方との違いから,村落共同体の性格に強弱が見ら

れることを指摘している。石原の研究は,集落形

態を機能論的立場から論じた好研究であると言え

よう。

一万,胆沢扇状地については,山口弥一郎6),池

田雅美7)らの研究がある。これらは,いずれも,胆

沢扇状地をかなり巨視的にとらえたものであった。

そこで,当教室では,対象地域の特性をとらえ

るうえで,多様な角度から微視的にアプローチす

ることも必要であろうとの考えに立ち, 1983年

度の夏季野外実習以来,継続的に胆沢扇状地を対

象として,いくつかの角度から研究を進めてきた。

1983年度には扇状地南西部に位置する大畑平地

区を対象とし,本家・分家や戦後入植農家の宅地

と耕地の関係,農業経営構造などについて考察し

た8)。翌1984年度には,扇状地中位段丘面に位置

する菅刈窪地区を事例として,水利と耕地の問題

を中心に分析をした。9)

続く1985　年度には,直接的な農業経営からの
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調査を試みた。敵屠集落の特性と農業経営上の諸

側面を有機的に結びつけようとの観点から,従来

から水田を主とする農業経営が行われてきた下位

段丘面上の南都田地区第14・15・16集落を対

象地域に設定し,転作間堰を中心に調査を進め

fc。

しかしながら,耕地の宅地周辺への集中という

敷居集落の特性と農業経営の関係を把えるために

は,水田中心の農業経営以上に,畜産を含む農業

経営を把える必要があると考えた。そこで,本年

度は敷居集落における稲作と畜産との複合経営に

ついて,その空間構造の把握に努めたO

ところで,開拓地において,農業形態の変化に

に伴って,集落形態が集村から散村へと変化し

やすいという興味深い研究が,いくつか報告され

ている。たとえば,小現員節夫")は,高冷開拓地長

野県八ヶ岳山農の野辺山において,読菜の単一栽

培から畜産導入による混合農業へと営農方針が転

換されたのに伴って,集村から散村へと集落形

態が変化した例を報告している。この場合は,読

菜の連作にもとづく地力消耗の回復のために,畜

産を導入する必嬰に迫られたことが要因であった

が,混合農業への転換と同時に,その必要条件と

しての耕地の団地化を実現するために,集落形態

が散村へと移行した。さらに,菊地俊夫12)ち,那須

山鹿戦後開拓地を事例に,同様の研究を行ってト、

る。そこでは,入植朋には集居形態で自給的畑作

農業が行われていたが,土地配分により所有耕地

が分散し,また,齢農が普及するにつれて混合農

業が行われるようになった。そして,酪農発展期

には,集落の敷居化・土地所有の団地化がなされ,
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①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦

①一首坂段丘面　◎上野原段丘面　③横道段丘面

④堀切段丘面　　⑤福原段丘面　　⑥水沢高位段丘面

⑦水沢低位段丘面

斉藤宇治「岩手IS胆沢川流域における段丘形成」

地学評論51 -12.1978

第1図　胆沢川流域の段丘分布図

さらに,多敢齢農期には土地利用の単一化にまで

至ったと報告されている。

これらの例は,いずれも開拓地であり,集落形'

博が容易に変化しうる地域であった。しかし,畜

産を導入し,混合農業を営むうえで,耕地の団地

化は必須の条件であり,そのために敷居築蕗が有

利であることを,これらの研究は示唆するもので

あろう。

さて,以上の視点に立てば,敷居集落において

は,耕地の団地化によって飼料基盤を確立し,畜

産を発展させうる条件が既に整っているものと考

えられよう。このような条件を備えた敷居集落が,

ほば全域にわたって展開している胆沢町では,従

来の稲作を主とする墳莫経営から,米生産調整に

よる転作を契機として,畜産を取り入れた複合経

営が進行している。

そこで,本研究では, r米プラス畜産jの複合

経常が,敷居集落においてどのように展開されて

いるのかを究明しようとした。

また,その過程で,敷居集落における土地利用

の馴荷造についても調査を進めた。たとえば,顔

谷正人u)は集落パターンと土地利用の田構造を中心

に日本の農村構造の把握を試み,既存の諸研究に

検討を加えている。その中で,散村地域において
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は,チューネン環にも似た土地利用の層構造がみ

られ,それは屋敷からの距鹿の増加にともなって低

下する作業能率を,合理的に処理しようとした営

農努力の結果であるとしている。

このような視点に畢つと,宅地周辺に耕地が集

中する敵居集落で複合経営が行われる場合には,

自給的野菜,求,飼料作物等の作業能率の相適に

より,それらの耕作地に圏構造が認められるであ

ろうと推測される。

さて,以上のような観点で研究を進めるうえで,

初年度(1983 )と同じ胆沢町の大畑平地区を研

究対象地区に設定した。大畑平は胆沢町の小山地区西

部,上・中位段丘面叫こ位怒し, r米プラス畜産」

の複合経営が推進されている地区である。本稿で

は,大畑平を事例に,個別農家の土地利用・農業

経営形態・地域組線などの解明を通して,複合経

営が展的されている敷居集落の空間構造を究明し

ようとした。なお,その際に,複合経営を進展さ

せた主要因であると思われる転作間鑑についても,

耕地両紙　5.470ha

咋1985年度と同様に考察を行った。

Jl　地域の概観

1　月旦沢町における農業の概要

最初に,胆沢町における農業の概要について論

及したい。これに関しては, 1985年度の調査報

告書でも詳述されているが,本稿では若干の重複

を含めながら,とくに畜産の面から把握する。

岩手県内陸部,胆沢扇状地上に位置する胆沢町

は,西郡の山間丘陵地帯と西南部の丘陵地村を除

けば,おおむね平坦地である。気候は,年間平

均気温10.8oC,雪霜新聞165日,降雪期間143

日, 6--8月の平均気温23-C15)であり,概して農

業に適した地域と言うことができよう。この自然

条件のもとで,胆沢町では農業が基幹的産業とな

-ノており,稲作を中心とし.た純農村地帯を形成し

ている。全耕地面積5,470 haのうち4,870 ha

(89%)を水田が占め,稲作中心とした純農村地

輔であることを示している(第2図)0
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第2図　耕地面積(1984X胆沢町rいさわの農政jより作成)

次に,胆沢町における農業粗生産徴はおよそ1 10

億円で,年間45億円の生産高となっている第2

次産業や,年間総売上高76億円を示す第3次

産業を大きく上回っている。農業粗生産額の内訳

は米が6割,畜産が3割,その他が1割という偶

成であり,生産額の面でも,胆沢町は農業を基幹

産業としており,中心は稲作であると言えよう

(第3図) O

胆沢扇状地は.岩手県内でも屈指の米の産地で

あるが,胆沢町においては,ササニシキを中心と

した艮質米が東部平坦地域を榎として生産されて

いる。

-59-

一方,畜産についても意欲的に行われており,

肉用牛,乳牛,賓豚等各部門ともtri極的に生産さ

れているO　とくに,黒毛和種の増殖改良に的極的

で, 「陸中牛」として振興が図られている。

近年においては,米生産詞旦対策に基づく水田

利用再編対策事業の推進にとも7:3って,米プラス畜産

の複合化が定着化してきている。さらに,野菜の

生産にも意欲的で,とくに夏秋ピーマンや夏秋き

ゅうりは産地指定を受け,その生産に積極的で,

「米プラス畜産プラス野菜」という複合化が,胆

沢町全域で一様に展開されているわけではない。

地形,腰高,気候などの自然条件に従って,それ



農業租生産額11,614百万円

.T.芸作物
米　　桝

第3図胆沢町農業粗生産額(百万円) (1984) (胆沢町rいさわの段別より作成)

ぞれの地域の特色ある農業経営が行われている。

そこで,胆沢町各地域における農業の特色を,以

下に示した。

第4図は,胆沢町の農業地域区分で,胆沢町で

はこれらの地域ごとに,農地の土地利用につい

て立案している。第1表からわかるように,ほと

んどの地域において水田を中心とした農業総官が

うち出されている。しかし,西南部地域や西部地

域の丘陵および上・中位段丘面地域で,畜産の振

興が図られていることは特徴的である。この傾向

は,各地域別にみた農業粗生産領からも顕著に読

みとれる。第5図からわかるように,西南部地域

の畜産生産預は9億2,870万円(35.8%)で,生

産顎においても,農業粗生産符に占める割合にお

いても,他地域と大きな差異がみられるo

このように,胆沢町では,各地域で農業経営の

特色に若干の差異はあるものの,おおむねr米プ

ラス畜産プラス野菜」の複合経営が推進され,農

業の振興が図られているo米生産調整以降,胆沢

町がこのような複合経営の推進という形で,比較

的容易に農業政策の方向転換を図ることが可能で

あったのも,元来,西南部地域を中心に畜産経営

の基盤が存在していたことが,要因として考えら

れよう。



第1表　胆沢町の各農業地域における農業の特色

地 域 名 標 高 地 形 特 色

南部 平 坦 地 域 110 以 下 平 担
. 田が中心

● 団地性 20 hG以上
● 水利条件が良好

西 南 部 地 域 110 ~ 200 丘 陵
● 田が中心

● 畑 , 草地等が比較的多い
● 畜産が盛ん

東北部平坦地域 100 以 下 平 担

● 田が中心

. 団地性 20 ha以上
● 水利条件が艮好
● 機械化が浸透

北 部 平 坦 地 域 100 - 13 0 平 担
● 田が中心

. 団地性 20 ha以上

西 部 地 域 200程度
丘 陵

● 野菜生産の振興

● 畜産振興
山 間 . 樹園地の団地化

● 採草放牧地 としての利用

(胆沢町r胆沢農業振興地域整備計画昏」より作成)

第5図　胆沢町地域区分別農業粗生産額のあらまし
(1985; (胆沢町rいさわの農政」より作成)

2　研究対象地区の設定

前項の結果から,今次の研究対象地区として,

西南部地域の上・中位段丘面に位置する地区が適

当であると考えられるが,その中で再度,大畑平

を選んだ理由は以FのごとくであるO

第一に,大畑平が,壌作物の作付収穫面掛こ占

める飼料作物の割合が最高値を示していることで

ある。第6図は,集落別の農作物作付収穫面積に占

める割合を示しているが,上・中位段丘面地域,

とくに西南部地域で高い数値となっている。その

中でも,大畑平は32.4%と, 30%以上を示す唯

-の集落である。他方,第7図からわかるように,

農作物作付収穫面鏡に占める稲の割合は,前者と

逆の傾向を示し,上・中位段丘面の集落で低い数

値となっている。大畑平は65.5%で最低数値で

ある。

第二に,大畑平が,転作田中の飼料作物作付の

割合において,最高値を示していることである
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(第8図)。すなわち,大畑平は88.1%と,最高値　　畜鐙が盛んであることが考えられ,さらに,後者

を示しているO　　　　　　　　　　　　　　　　　の結果から,米生産調整による水田利用再編対策

両者の結果から,各集落の中で,大畑平は最も　　事業により,一層,複合化が進んだことが予想できる。
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以上から,複合経営との幽遠を考える場合の最

も適当な地区と考えられ,さらに,集落別の牛の

頭数(第9図)においても最高値を示す大畑平を,

研究対象地区に設定した次第である。

3　大畑平地区の概観

大畑平地区は,胆沢扇状地の中南部,胆沢川の

上位段丘面(一首坂段丘面)と中位段丘面(胆沢

酸丘面)にまたがって位的している。標高j30-

200mで,年平均気温11.4℃.年平均降雨量

1,244.8 mm,年間trI雪量17.5 cm17jである。

地区内戸数は92戸で,旧農家と戦後入植農家

の割合は,ほぼ半数で構成されている。専業,兼

第2表　農　家　戸　数

業状態の内訳は第2表の通りである。全町平均に

比較して,大畑平では噂某と第一極兼業の割合が高

い。

大畑平は,昭和30年代に行われた国営胆沢開

拓建設事業によって,農用地が増大したところであ

り,農家一戸あたりの戯m地面出は2.9hoと,鞄

槙は大きい(第3表) 0

近年,米プラス畜産の複合経営が推進され,節

農業構造改善事業を受けて,地区再編農業構造改

善事業の指定地区にもなり, -to,複合経常を柱

とする農家の育成確保が図られているZ.u

総 数 専 業 第一位兼業 第二種兼業

大畑平地 区 92 2 0 (2 1.7 % ) 3 9 (4 2 .4 % ) 3 3 (3 5 ,9 % )

胆沢町 全体 3,16 9 3 3 9 (1 0.7 % ) 1,24 4 (38 .6 % ) 1,6 0 6 (5 0 .7 % ;

(胆沢町rむらの活性化をめざして」より)
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第3表　農用地面積

(1984)

総面偵 田
畑

樹 園 地
普通畑 牧草地

大畑平地区 262.8ha
219.0ha

( 83.3% )

12.8ha

( 4.9% )

31.0ha

(ii.8% ;
-

胆沢町全体 5,333
4,909 273 130 ( 21 )

( 92.0 ) ( 5.2 ) ( 2.4 ; ( 0.4 )

(胆沢町rむらの活性化をめざしてJより)
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Ⅲ　大畑平における複合経営の成立

1　地区全体の複合経営の形成過程

本節では;他集落に比べ,大畑平において複合

経営がより一層浸透する項在までの過程を,簡単

に述べたい。

当教室の1983年度報告書によれば,この大畑平

地区の居住は,江戸時代まで遡る。しかし,天保

年間の大飢優により農家が離脱した後,項在「旧

農家」と称される7戸の本家が入植した。彼らは

いずれも,それまでの水田跡と水路跡をそのまま

継承したと言われるOその後,明治朋には「旧農

家」からの分家によるわずかな戸数増加がみられ

ただけであった。昭和16年には食種増産の目的

で,農地開発委員団の手により一部の入会地が開

墾されたが,わずかの分家により戸数増がみられ

ただけである。

この地区において急激な戸数増加をみたのは,

戦後昭和21--29年の入植者によるものであっ

た。彼らは他県・他地区からの入植であり;それ

までの旧農家系が水田指向であったのに対し,柵

作が中心であった。従って,入植当初,彼らは開

拓を進める一万,旧膿家系の農作業を手伝い,そ

の手間賃として米を得ていたと言われる。このよ

うに集落全体の一種の互助がなされていたのであ

る。こうして,現在に至る大畑平地区の戸数はほ

ば確定し.昭和21年以降の入臆者は,大畑平戸

数の半数以上を占めることになった。戦後入植者

たちは,おおむね大畑平地区内でも水利に忌まれ

ていないところで開墾を進めた。

昭和34年には国営胆沢的拓建設事業が始まり,

昭和35--36年には,この地区にも近代化の波

が押し寄せ9),開田イ払,'進み,多くの畑地カ*}く田に転換

された。それとともに水田の整備や自己開田も進み,水

田面鏡は著しく増加した。また,この時朋には農業の機

線化も進み,それまでの農耕馬に代わったOもともと大

畑平地区は土壌があまり肥沃でJIiく,従来からも,堆肥

づくりのために少数の牛が飼育されてきた。この時朋に

牛の飼育頭数が減少するのは,収穫のない開田の

年を,牛を売り払ってしのいだためである。しか

ち,当時は米の価格が良く,大畑平でも誰もが水田

に力を住いtztzめ,家畜頭数は韓小限にまで抑え

られたことも考えられよう。ごく少数の齢農農家も開

田の年までに存在していたが,それをやめる人も多

かった。飼料の自給が困難であるし,仮に自給を

目指しても,それのみでは1-2頭しか飼育でき

ず,かつ野菜も作らなければならないという実情

によるものであった。こうして5頭以Fの齢農農

家は姿を消し, 10頭以上の農家だけが国の互助

資金を受けて経営を続けることになった。

この地区での本格的な和牛の導入は,昭和41

-42年における農協青年部の事業からで,岩手

県を北海道に次ぐ畜産県にしようという県の政策

ともあいまって,島根県からも素牛が導入された。

それとともに,牛の陛詔のために,冬季間の出縁

者も減少した。その後,農業基本法(昭和36

年制定)に基づき,この地区でも第一次・第二次

の農業構造改善事業の影響を受け,昭和44年に

は第-期の減反政策が開始された。しかし,当時

はまだ開田以来の水田指向が強く残り,減反が強

制ではなかったことにもより,この地区でも転作

畑地化は進まなかった。また,旧和38年に大畑

平第一生産組合が設立されT:。これは戦後人格者

を含めた92戸の集落内の生産組織であり,設立

当時は農繁期の共同炊事をはじめ,哉作業の共同

化から,組合員の共通課題であった労働力の不足

に対処するため,機械の共同利用までに発展しT:0

この協業団体が畜産生産を開始したのは昭和45

年である。その後5-6年は円滑に機能したが,

昭和47年からの第二期の強制減反の開始に伴い,

やめていく農家が増加し,塀在では実質的な機能

は見られなくなったO　しかし,この第二肌の減反

政策により,この地区の人々も転作を余儀なくさ

礼,転作田には手間のかからない牧草20か植えられ

るようになった。それに牧草地の団地化政策もあ

り,かなり牧草地が出項した(第10図)。　この

ころ,岩手県でも畜産奨励に力を入れるようにな

り,共同経営が勧められ,この年には普及所によ

る転作関連事業の一環として,畜舎4練が完成し
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K*><このように,転作による牧草地化の進展が,

大畑平地区の畜産推進に拍車をかけたと言えよう。

この時点で大畑平が,全体的に複合経営を指向

するようになったことは事実であるが,他にも営

農組合により,昭和53年には地区内の字上大仰

平が,昭和55年には字下大畑平と字-の台がそ

れぞれ転作転換水田整備事業を受け,複合線常の

ための基盤が徐々に築かれていった。朋和57　年

には新地域農業生産総合振興対策事薬と新農業構

造改善事業により,整地,暗渠排水が行われ,堆

肥舎も完成し,複合経営のための基盤は完成しf:。

またさらに,新農婁構造改善事業の後期対繁とし

て,大畑平に限らず,胆沢町の各築港において,

「むらぐるみ」の農薬推進が図られるようになっ

た。これは,各集落における地域農政推進委員

等のt)-ダーを中心として,集落内の農業者の自

主的な話し合い活動を基礎にした農某生産,及び

農村地域社会の活性化を目指すものである。すな

わち,今までは土地基盤整備や農業近代化施設の

整備という,直接的な事業であったが,今後は,

地域の農業者の結びつきの醸成を過して,共通の

認識を高め合いながら,地域全体の活力ある農業

・農村を築き上げようとするものである。

以上のような一般的経過をたどって,大畑平に

おける畜産の進展を概観したが,他にも要因があ

る。昭和55年からの3年連続の冷害である。換高の低

い水沢市では,平年作であったが,扱高130 ^- 200 m

の大畑平では,冷害の痛手は大であった。これ以降,行

政当局による適地適作の指導もあり,胆洞町管内でも,

擦高も低く稲作甲一地域と7Ilっている東部の円立段丘面

地区の集落から,転作劉当分を鰐極的に受託するように

なった。かくして,大畑平は胆沢町の畜産振興の中心

となったのである。さらに,集落内タtLこ耕地利用権を

設定し,農用地の落度利用を図ることや,転作用

牧草地の団地化も進んでいる22)以上,大畑平全体

の現在に至るまでの,農業経営の経過を要約したC

地元の農家で語られた言葉によれば, 「米プラス

畜産の集落から,畜産プラス米の集落へ」であろ

う。なお,大畑平集落の土地利用項配を第11図

に示しておく。

昭和62年度は水田農業確立対策(ポスト三期

対策-67年度)により,新しい農業政策が開始

される。その性格は,.もはや転作作物と米との収

益差を埋めるT:めのものではなく,生産性向上を

図る構造政策が前面に打ち出されている。日本農

薬新開によれば「いわばr行政指導の転作」から

脱却し,米の計画生産,水田農業の生産性向上を

r生産者側自らの関越」として受け止めていかな

ければならない時代を迎えた」 ,と伝えている。

助成金(従来の転作基本英助金)は,稲作・転作か規

模拡大と集団化への誘導を意図するものであるが,

その金顎は単純平均で36.000円から26.000円へ

と, 36%も削減されることが予想される。また,

生産性向上推進加算,地域営農推進加算など,

q加算金重視"への方向転換がなされることにな

る(第4表)0

項在,大畑平には転作を集落内外から受託し,

全面転作にしている農家が7戸存在する。彼らは

いずれも畜産拡大指向農家,もしくは農外収入に

大きく依存する兼業農家である。ポスト三期の政

策が実施されれば,助成金は削減されることにな

る。そこで現在,転作面積の受託をしている農家

に関しても,今後とも受託の継続が円滑に進むで

あろうか。,また,利用権設定による経営規模の拡

大についても,どのよう7IS対応が7Iiされるの

であろうか。それに, 「他集落からの委託を受け

るには,もう似非に近い」という大畑平の農家の

声からもうかがえるように,減反面椴拡大の中で,

従来からの集落mの転作田受委託関係の維持にも,

新たな対応が必要となるのであろう。いずれにせ

よ,大畑平のみならず,胆沢町全体での柔軟かつ

適切な対応が朋待される。

2　大畑平における転作田受委託

前知では,項在に至る大畑平地区の概略を述べ

た。本節では,大畑平において畜産・複合線営振

興に関係oj深い,転作田劉当面横の受委託関係に

注目してみたい。

現在,大畑平地区は,北東部下位段丘面地区(旧

南都田村)にあり姉妹集落でもある新中集落をは

じめ,他にも11の集落の転作割り当てを受託し
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第4表　水田農業確立対策(大綱骨子)と水田利用再編対策(要綱)

水 田 農 業 確 立 対 策 ( 大輔 骨 子 ) 水 田 利 用 再 編 対 策 ( 骨 掬 )

冥蒐
期間

昭和 6 2 年 ～ 6 7 年 ( 前 期 3 年 ●後 期 3 年 ) 昭和5 3 年～6 1 年までの9 年間(第1期.第3 期.各期3年)

助

皮

金

翠

価

区 分 基 太 額

加 算 額
区 分 基 本 額

加 算 朝

生産性 向上 地域 営 業

推 進 加算

声 一 種 % - I

推 進
加 算

うち
特認型 転 作

特 定 作 物

永 年 性作 物

42

50

2 0

20

10

10
転作

20 20 10 10一般奨励作物 一 般作 物 等 27 15 10
永年牲作物等 25 20 10 10 う ち 野 菜 22 15 10

特 例 作 物 7 5 5 5 管 理 転 作 27 (22 )

22 〔25〕

15( - ) 10 ( - )

水 田 預 託

土地改良
通 年 施 行

7

7 9

土地改良
)

通 年 施 行

単位: 10 7 -ル当り, 千 単位: 10 7 - ル当り一千円

鍾: ( ) 内は特別妻雪地帯 注: ( ) 内は保全管理 〔 〕内は特別豪雪地等

一般奨励作物:麦.大豆.飼料作物.花き等 特定作物:麦.大豆.飼料用作物

永年牲作物等:果樹 .木本佐作物.転換畑。養魚池.施設成芸 永年性作物:果樹等

用施設用地

特例作物 :生食用野菜 .加工用野菜 .たばこ.こんfE やく

I 般作物 :野菜 .花き .たばこ

ている。これらの稲作中心の集落と,大畑平を主

とする受託側集落とでは,それぞれの代表者による

協議が行われている.例えば,職和60年度には

大畑平にまず33ha28aの転作面積が割り当てら

れた。その後,集落間調整協議において,さらに

38ha38aの面積を引き受け,合計71ha66aの

転作にあてた。この年における大畑平の他集落と

との転作田受託的係は第5表に示した。

減反政策当初,胆沢町では,もともと水田生産

性の低い大畑平などの中・上位段丘面上の集落に

転作率を多く割り当てた。しかし,当該集落の農

家からの意見もあり,それ以後は,どの集落にも一

律の転作率を割り当てた。従って,項在では,一

応一律の割当を受けた後の集落間,または同一集

落内の農家同士による話し合いなどによる転作率

の消化,という形を扱っている。

大畑平集落内の,及び他集落からの転作田受託

面鏡の消化のために「大切平転作推進組合」が機能し

ている。これは, 3年運続の冷害の最初の年以降

(日本農薬新聞　昭和61年1月号外より)

に組織されている。転作に関して集落内に組合が

作られたのは,胆沢町でも大畑平が最初であり,

大畑平が速やかに減反政策に対処する姿勢を見せ

たものと思われる。この組合は,地区活動推進体

刺(第12図)の一環である。その後,大畑平に

続いて,他集落でも転作推進組合が組織され,現

在では集落の範囲を超えて転作面積を消化するた

めに,集落間の折衝が盛んに行われている。

転作推進組合には,各農家が自主的に加入し,

その運営は町からの援助金によるものである。過

去には他集落の組合とで直接に協議が行われたが,

現在では,まず町が集落単位に委託希望をとりま

とめた後,転作田受委託の面倍を農協で調整し,

それでも消化しきれない分は集落間の話し合いに

移る,という二段階の調整法が採られている。

他集落との牽託関係を締結するに先立って,普

ず,転作推進組合が集落内の転作を調整してから,

他集落との協議に移るという手頓が義務づけられ

ている。もちろん,各農家は自己の委託希望面鏡
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第5表　昭和61年度部落間転作受委託面積一覧表

(単位:a)

委託 受託
南 方 8 g 大谷地 大畑平 中 沢 二の台 屋 自 猿志田

鮮 緊 上西且 下西風 養ケ森 1 18 面横計

下笹森 222 158 380

上笹森 58 509 5 67

柴 山 151 459 610

方 斉 65 206 271

大 畑 68 68

% 1 154 154

% 2 275 254

$ 3 270 270

* 4 24 5 245

第 6 79 334 334

% 7 5 218 223

$ 1 2 133 43 404 580

第 16 7 1 214 285

$ 1 9 64 432 432

* 2 0 375 375

・8 2 1 308 308

$ 2 2 122 122

新 中 71 283 354

新 里 70 70

農 臨 254 124 136 3000 105 535 71 129.8 41 3 10 15 0 100 (4 95亀

面接計 254 124 136 3 989 105 535 114 129.8 41 3 10 150 100 5034 )

横計

598 7.8
縦計

5923

差引　78.2

〔事　務　局)
/　　　　〔大畑平部落公民館j

l

〔館　　　長〕
l

〔副　館　長〕
】

〔運営委員会〕

地区活動推進体制

〔大畑平地区振興会⊃　　　-　＼
〔行政区長⊃
〔会　　長〕 -一一一

1

〔副　会長〕
1

〔委員会〕

地域農業集団代表1生君舌人
地域農政経過員
病　人　会　代　表
青　年　会　代表
老人クラブ代表
体　育　会　代表
子供会ttt8舌人
農事実行組合一生産約4敬一9生産組織
納税組合代茨

畑j平転作mi珪組合

壬鼓　興　会　代表
子　t共　会　代　茨
若　粟　会　代　表
畑　人　会　代　表
青　年　会　代　表
老人クラブ代表
体　育　会　代　表

第12図　「地域農業集団育成事業　大畑平」より
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又は受託希望面鰐を申し出ておくことに7ISるO

このように,他集落との交渉に先立って,まず,

集落内において転作調整がなされることは,大畑

平内においても,受委託の関係が存在しているこ

とを示しているO聞き取り調査によれば,大畑平

内で委託側農家は14戸,受託側農家は44戸存在

している。 14戸は大畑平内では水田を指向する

傾向が強いと考えられる。また,胆沢町全体の中

では,委託する農家の万が多いのに対し,大畑平

集落内では受託側の農家が委託側の,実に3倍にも

なっている。このことからも,大畑平は他集落か

らの転作を積極的に引き受け,牧草団地化が推進

されているといえよう。

昭和61年度の集落間転作受委託面積の様相を

第5表に示した。なお,聞き取り調査により,損

極的に受託をする農家は,畜産経営に主力をtEく農

寡,あるいは,農業以外の仕事に力を注ぐ兼業農

家であることがわかった。

大畑平では,昭和60年度に, 1ha33aの集

落内受託が成立している。この場合,委託側農家

は受託側農家に, 10 aあたり25,000円23)を支払

っている。しかし,同一の集落内でも転作推進組

第6表　権利移動の動向

合が面横割り当て作業を行うため,どの受託側農

家が,誰の委託I分を転作しているのかは全くわか

らない方式になっている。もちろん,この方丸ま,

他集落との受託関係にも適用されている。

政府から支給される転作基本奨励金は,役場か

ら農協を通して各農家に振り込まれている。それ

に対し, 25,000円の受託料(喜助金)は委託側

集落の転作推進組合から,農脇がまとめて預り,

受託側集落の組合に振り込むという方式を採って

いる。受託側集落の組合は、各農家の受託面矧こ

応じて,再配分LT=受託料を振り込んでいる2:)

3　利用権設定による農地の流動化

胆沢町でも農家の兼業化が進み,昭和50年の

兼業率87.7%が,昭和60年には89.2%に達した。

この傾向は大畑平地区においても同様と考えられ

る。兼業農家の増加,農業就業人口の減少等が進

行するなかで,中核的農家の地域内での役割が高

くなっている。そこで,このような中核農家の経

営に対処し,利用農地の集積・拡大を図るため,

-fe-1の農地流動化が期待される。

また,土地生産性の維持・向上のために,大畑

平のみならず,胆沢町全体でも,無家畜農家と有

売 買 贈 与
25)

貸 借 権 設 定
使 用 削 ぎ)

権 設 定
そ の 他 合 計

農地価格

作地

目的

標 準

小 作料件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 偵 件 数 面 頓 件 数 面 偵 件 数 面 的

5 7年 9 2

h a

1 3 7

ha
6

h a

6 6
ha

1 1 3

ha

4 14

ha m /a 10 8円
12 9 4 .1 1.8 1 13 .4 10.1 23 1.4 田11)86

個 826
【幻4 .0 0
魁10.20

5 8年 6 2 12 .4 12 6 7 2.1 1 5 5.1 8 4 12 9 .7 6 0 6 .7 3 4 7 2 2 6
甲

同上
匂

同上

5 9年 6 1 5 .8 9 3 7 9.1 9 4.3 66 1 1 7.6 6 3 l l.5 2 9 2 2 1 8.3
田

同上
也

同上

合 計 2 1 5 3 0 .8 3 5 6 2 4 5.1 3 0 l l.2 2 1 6 3 6 0 .7 2 3 6 2 8 .3 1,0 5 3 6 7 5 .7

※　それぞれの権利については,農地法及び農用地利用増進法によるものの合計値

(注)資料:胆沢町農業委員会
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家畜農家の提掛こ基づき,堆肥などの副生産物交

換によって,地力の維持増進を進めている。それ

に,面掛ま狭小であるが,連作障害の回避と地力

維持のため,ブロックローテ-シ.ヨン(米・麦・

大豆・野菜等)を実施している。

しかし,兼業化の進展により,遊休地が若干見

られる。そこで生産向上のために技術導入を進め

るとともに,遊休地の触渦のために,集店内の中

核的農家を中心とした作業の受委託,または,刺

用権設定による農地の流動化を,行政側も推して

いる。具体的7:3農地流動方策としては, ①農地移

動斡旋　⑧農用地利鞘増進事業　⑨農地保有合理

化促進事業がある。第6表は,胆沢町役場農業委

員会のまとめた農用地の耕作権利移動の動向であ

る。いずれの場合も農業委員会の取り扱うもので

あり,この際の転作奨励金は耕作者(超営者)に

支給されている。また,これ以外にも,任意の個

人間契約27)いわゆる「やみ小作」 )が存在する。

後者は,あくまでも個人間の任意の話し合いによ

る契約である。聞き取り訊査によれば,親戚同士

よりも,他人・近所同士との契約が多いと言われ

る。また,全面転作をしている農家や,無家畜の

農家が「貸し」に出す場合が多く見うけられる。

権設定(任意の個人間契約を含む)により,飼料

栽培を目指す農家まで,全体として他地区よりも

複合経営が浸透していると言えよう。

Ⅳ　大畑平における複合経営の展開

先に述べたように胆沢町では,各農家の経営形

態に適した農用地の効率的な利用が進められてき

た。そして大畑平では,粗膜の大小はあるものの,

米プラス畜産の複合綴宮が近年になり形成され,

さらに畜産プラス米の複合経営に転換していく農

家も出項してきている。本章では,抽出農家を中

心に,その経営形態を主に耕地と宅地との位置関

係,畜産の規模に留意して分析した。それに基づ

いて大畑平における敷居集落と複合経営の関係に

開して考察を進めたい。

1　各農家の経営形態

(1)大畑平全体の傾向と抽出農家

大畑平には全部で92戸の農家が存在する。そ

のうち約半数の農家を任意に抽出し,飼料作物栽培面

A

農地を借りた側は,牧草その他を植えて土地を管家　40

理する義務を負うが,貸した側の要請があれば.

いつでもその土地は返軸に応じなければならない。
畜　35

任意の個人間契約は,大畑平にも存在しているo頭30

聞き取り調査によれば,この契約に対しての農家

の考え方には違いが見られた。すなわち,牛を飼数
25

Eiid

育している以上,もっと他人から耕地を借りて,頭　20
、J

牧草の自給率を上げj経営規模の拡大を目指して

いる農家もあるのに対し,牧草用機械に投資して

まで牧草他を借り入れるよりも,購入飼料に頼る

万が安価であると考えている農家もあらわれた。

前者は畜産への指向性が健く,牧草用機械を所有

しているのに対し,後者は牛を飼育しているもの

の水田指向的であり,機械の耐用年数等をも考慮

しての結論と思われる。

いずれにせよ,大畑平は家畜を有している水田

指向農家を含め,他集落との受委託的係及び利用
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境と家畜顛数との関係を第13図に示した。なお,

家畜は大畑平では牛の飼育農家が圧倒的に多いた

め,牛Fと限定した。

第13図によれば,一戸あたりの肥育牛の飼育

頭数は飼料作物栽培面横にほぼ比例している。こ

れに対し,繁殖牛の飼育頭数と飼料作物栽培面倍

の間には相関的係が認められない。ま+一　　戸あ

たりの飼育頭数は,肥育牛では最高100頭以上の

農家も存在するのに対し,繁殖牛では20頭以上

の農家は見られないC以上のことは,繁殖牛は趣

つけの時期や技術上の困難さから,一戸あたりの

飼育頭数には限度があることを示している。これ

に対し肥育牛は,繁殖牛のような経営上の時間的

制約を受けることが少ないため,経営桝地面倍の増

加,すなわち飼料栽培面ttlの相対的増加にほぼ比

例し28)て,家畜の飼育頭数も増加すると考えられ

る。

そこで,第13図の40個の農家の点のうち,同じ傾

向を示していると思われる農家群から.代表的な

農家17戸を最終的に抽出し,インテンシブな間

き取り調査を行った。この17戸を以て,大畑平

各農家の代表的な経営形態が示されるとみなされ

る。

(2)各農家の経営形態の類型化

以上のように抽出しtz 17戸の戯家の経営形態

を分析したのが第7表である。 ⑨の経営耕地面機

における水田面横の割合と29) ⑲の経営耕地面桟

における飼料作物栽培面mの割合30)を比較する

ことにより,各農家が水田指向であるか,畜産指

向であるかをおよそ識別することができる。また

⑲～毎により各農家の経営耕地の分布が示される。

以上から総合的な経営形態を,各農家が飼育し

ている家畜の種類に従って次の六類型に分類した。

f　水田耕作と,繁殖牛の飼育を行っている農家

打　水甲耕作と,肥育牛の飼育を行っている農家

l　水田耕作と,乳牛の飼育を行っている農家

Ⅳ　水田耕作と,繁殖牛から肥育牛に至る一貫

飼育を行っている農家

V　水田耕作と,馬壷lふ、ら借りた牛の飼育を行

っている農家

Ⅵ　その他の農家

そこで,以下において各農家が行っている複合

経営の状態を特に各軍家の軍営耕地の穐快と宅地
l

との位置的係に注目し,各類型ごとに検討してい
l

きT:い(第14図-第29図を適時参照)ム　i
l

(3)各農家の複合経営の実態　　　　　'1

( I型)水田プラス怒殖牛の農家は前途lo

飼料栽培面積の穐校と飼育頭数は埠倒t/なし

_qlに

い。iL
一、′

由壷に
1

そとで

たがってI型の畜産の綴営規模は経営耕坤

関係なく,各農家の方針に基づい七いる-61

飼育頭数2 ・ 3頭の小鞄授畜産タイプ,飼育轟数

10頭までの中穐膜畜産タイプ.飼育頭数20夢

までの大規模畜産タイプに分けて詳細に検討_レた
I

an h
I

Na9農家(第14図)は,経営耕地面前547a
l

・飼料作物栽培面磁307 aで,繁殖牛の飼育農家
t

では最多の20頭を飼育しているo　昭和写?雪に

旧農家から分家として出た。昭和30年代後_半ま

で競走馬を繋席していたが,以来,牛の繁殖に切り

換えた。この農家の水門率は40.4%であるのに対

し,飼料作物栽培面墳率は56.1%である。また,

個人間契約により87 0の土地を借りて牧草を栽

培している。このように所有桝地面横が461 aと

耕地面鏡に関しては,大畑平地区において中規模

であるが,他農家の転作の受託や個人間契約Flこよ

り拭極的に飼料栽培面Mを増やしている。このこ

とから, Na9農家は畜産指向の農家といえよう。

耕地は宅地の周囲に染申しているものと,字横沢

原,字西風に分散しているものとがある。水田に

あてられた土地は宅地の南側の日あたりが良好な

ところに集中している。牧草にあてられた転作田

は,北側の稜傾斜地で相対的には水田には不向き

な土地である。このことから施9農家は畜産指向

的ではあるが,耕地の選択は水田を第一義的に考

えていると言えよう。

l型のうち中規模な畜産農家としては, Na5,

NalO , Nail農家が挙げられる。両農家は繁殖牛

10頚を飼育している。経営耕地面横は輿なるが,

水田率が共に60%台,また,飼料作物栽培面積

率は共に20%台であることから,畜産,水田両
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第7表　抽出農家の経営形態

ョ ㊥所 有耕地 ◎利 用 権 ④巌甘耕地 ⑥水田面頒

C o )

⑥牧草栽培 (∋テン トコ一 くり飼料作物

a $ 面 繊 投定面横 面 横 面 横 ン栽培面t& 栽培面横
番号 ( a ) (.a ) ( 0 ) ( a ) ( a ) ( α)

I . 5 4 8 19 4 7 4 2 15 4 2 25 3 6 0 5 8 5

2 3 4 8 3 0 3 7 8 2 4 1 3 8 0 3 8

3 9 8 9 - 6 0 9 2 8 2 0 3 74 2 0 7 4 2

4 2 69 8 0 3 4 8 19 1 1 53 0 1 5 3

5 5 87 0 5 8 7 4 8 9 1 0 3 0 1 0 3

6/ / / / /7 7 0 7 54 0 1.2 48 4 3 4 2 1 3 5 8 2 7 9 5

8 2 5 4 0 2 5 4 18 0 6 1 0 6 1

9 4 6 1 8 7 5 4 7 2 2 1 3 0 7 0 3 0 7

10 6 0 6 0 6 0 6 4 23 17 5 0 1 75

ll 2 3 2 8 0 2 6 5 1 8 1 6 6 0 6 6

12 3 13 0 3 13 2 49 5 0 0 5 0

13 2 7 0 0 2 7 0 2 3 7 2 0 0 2 0

14 6 3 6 ー 10 6 5 3 0 4 0 9 12 5 0 1 2 5

15 2 7 6 ー 3 1 2 4 5 19 4 1 18 3 1 4 2 4

16 34 2 0 34 2 2 4 8 6 4 0 6 4

17 4 3 3 0 4 33 3 1 1 5 9 0 5 9

農家

㊥ 水 悶 由 飼料作物 ㊥転作 田面 ⑳宅地、水 ⑲ 宅地 ～水 ⑳ 宅地 、飼 ㊥ 宅地、飼

㊥ 牛の頭 数 ㊥運営 形態
面 積 栽培面墳 tA ft,の平均 用の丘能 料畑 の平 料畑の鍾

番号 軽宮 桝地
面繊 (0̂

避 雷耕地
(%

飼料 作物
暗面績

距牡
の蝶革嘱 均距触 鍵の僚準 (薗 )

○
× 10 0 面 ○)

× 10 0

戟 ( ra ) 差 ( m ) 偏差

1 2 0 .7 7 8 .9 3 8 .7 10 5.5 2 6 .5 8 9 3 1.2 1,2 2 6.0 4 乳 2 4 皿

2 6 3 .7 1 0 .1 10 0 .0 2 9 5.6 2 6 5 .6 4 0 .0 0.0 0 ft I

3 2 1.9 7 9 .9 8 5 .5 * 13 1.0 * 1 75 .0 1 24 5 .2 9 6 5.9 3 - 貰 2 2 lV

4 5 4 .7 4 3 .9 10 0 .0 1 19 .5 1 17 .8 9 1 23 .3 7 7 .19 肥 14 0 Ⅱ

5 8 3 .3 17 .5 10 0 .0 ♯ 12 1.5 ギ 14 4 .5 2 52 8 .4 4 1 1.4 8 莞 lo I

6/ / / / B Ⅳ7 3 4 .8 6 3 .8 2 9 .2 3 17 .2 * 3 78 .4 8 * 4 5 5 .6 * 4 4 4 .4 6 乳 4 0 Ⅲ

8 70 .9 2 3 .8 2 2 .2 5 2 .8 4 5 .3 7 2.5 2 .50 X I

9 40 .4 5 6 一1 4 1.6 * 19 8 .8 * 2 0 5.0 8 ∫ 2 0 2.0 ※ 2 88 .0 0 繋 2 0 I

10 6 9.8 28 .9 5 3 .6 8 3 .3 6 6.4 2 2 5 6.2 2 5 2 .8 0 」 10 I

l l 6 8.3 24 .9 1 00 .0 15 .0 15 .0 0 1 58 .5 15 2 .4 7 X lO I

12 79 .3 1 5.8 10 0 .0 3 0 0 .8 1 13 .0 0 2 12 .7 2 9 5 .1 0 g I

13 8 7 .8 7.6 0 .0 9 7 .6 8 1 .4 4 7 0.0 0 .0 0 肥 3 ☆ V

14 7 5.9 23 .6 94 .2 * 39 1.4 薫 5 5 0 .10 3 5 8.0 2 8 0 .0 0 肥 3 0 Ⅱ

15 7 9.2 17 .3 0 .0 4 9 .8 3 3 .8 1 ∫ 12 3.0 0 .0 0 腔 lo ☆ V

16 7 2.4 18 .8 10 0 .0 16 4 .5 1 10 .13 19 6.6 9 5 .6 6 X I

17 7 1.8 13 .7 10 0 .0 1 76 .2 15 1.4 6 2 7 8 .7 3 2 .6 7 只 2 I

日　㊥の所有耕地面積は農家台張より作成しT=ものである。

2) ◎・㊥の転作田面軌ま各農家からの聞き取り串査により.転作田を把握しf=上で地図及び農家台張より面債を算出
した。 ◎は農薬委員会を通すものと任意の個人間契約によるものの両方を含む,十の値は借りている面故. -の値は
貸している面横を示す。

3)　④は◎と◎の合計

4)　⑥・⑥・⑦は頚地瀬査により作図した.大畑平土地利用現況図から面鰻を算出した。 ㊥は⑥と⑦の合計である。
m^mこヨitf-rサEriォサ]由SHJ麺EH指巴BEE1日Ha.j濫GI呂vm腰EHEXSニ^B玩EE3匹巴の闇1*サ閉m
6) ⑯lCついて崇は崇殖牛,肥は肥育牛.乳は乳牛を示す。 fJお☆は馬喰から預托された牛を示す。
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指向という点において共通していると言えJ:うo

NalO農家(第15図)は,経営耕地面m606a

飼料作物栽培面横175 aである。旧農家であり,

昭和47年からの強制減反実施までは水田中心で

あった。弓鏑り減反の際に,牧草を栽培して,牛の

頭数を10頭に増やした。耕地は一筆だけが宅地

から離れているが,残りは宅地周辺に集中してい
lトみ

る。牧草を栽培している転作田は,宅地より上の

方に存在するが,この位軌ま,他農家の転作田と

の関係で決定している。水田は水利に恵まれる宅
Lfe

地より下の方に集中的に分布している。また,こ

こは機械による耕作にも適している。

lhll農家(第16図)は,戦後入植農家であり,

経営桝地面鰭は265 aでNalO農家に比較して規

模は小さい。飼料作物はすべて転作田で栽培して

いるが,なお自給できず,個人間契約の土地を80

cL借りて牧草を栽培している。それでも不足する

飼料は,農協から凍厚飼料32)を購入している。 Nd

ll農家は今後利用権の拡大をし,飼料の自給をめ

ざしたいと考えている。米プラス畜産という経営

形態で必要な飼料の自給をめざすという形態は,

複合経営の理想的なパターンであると言えよう。

経営耕地は,水田が宅地からの平均距離15 mと

いうように宅地に集中しているのに対し,転作田

の牧草地は,宅地からの平均距離158mと,宅地

から離れて分布している。以上のように, Nail

農家は憤極的に牧草を栽培しているが,転作用の

位態を設定するにあたっては,やはり水田を中心.

に決定していると言えよう。

Nu5農家(第17図)は,経営桝地面63587 a,

水田率が83.3 %,飼料作物栽培面鏡率が17.5%で

ある。抽出農家17戸のうち,水田率が巌も高い。

この農家は旧農家で,転作が強制化されたのに伴

い牧草を導入し,畜産の穐膜を拡大した。しかし,

経営耕地の選択にあたっては,宅地-水田間の平

均距離121.5 m ,宅地～飼料矧問の平均距離528.4

mというように,あくまで水田を優先している。

また,転作田は割当てを消化するために,割当て

面墳分だけの牧草を栽培しており,耕地の設定は

狭小な耕地や,水管理に不便な耕地を当てている。

このように粗飼料に関しては消極的栽培であるの

で,自給は遷成されていない。しかUNa5農家は

あくまで水EEl経営を中心に考えているので,今後

も飼料作物を拡大する意向はない。

機械に関しては,水田用機械は横極的に導入し

ているが,牧草用機械は所有していない。これは

水田用機械の耐久年数が短いため,牧草用機械に

向ける余力がなくなるためである。したがって,

牧草の刈り取りは,機械を所有している大畑平内

の他の農家に委託している。以上のように,耕地

分布や転作状況から見ても,また,機械所有から

みてもNh5農家は水田指向農家であると言えよう。

I型のうち比較的中線模な畜唾農家としては,

Nq2・8・12・16・17農家が挙げられる。

これらの農家は桝種農業33)からの収入や農外収

入を主な収入としており:畜産は飼育頭数も2 ・

3頭と補足的なものとして位提づけている。

Nu8農家(第18図)は,戦後入植農家であり,

経営耕地面鏡254 a ,水田率70.9%飼料作物栽

培面鏡率23.8%と,水田指向型と言える。この農

家は昭和48年に繁殖牛1頭から飼育し始め,昭

和50年,昭和55年と農協からの貸付34)牛を増し,

墳在3頭を飼育している。耕地と宅地の位LE関係

は,水田までの平均距離が52.8　　飼料柵まで

の平均距離が2.5raときわめて集中している。牧

草中,転作田で栽培されている割合は22.2%と少

く,残りば5)柵で栽培されている。転作田では牧

草の他に,ブルーベリーも栽培しているが,この

地区における新しい試みとして今後が期待される

と言えよう。

Nq12 (第19図) ・恥16 (第20図)ォNal7

(第21図)農家は,経営耕地痛憤が約400 a　前

後であり,飼料栽培がすべて転作田における栽培

であるという点において,一致している。また,

この3農家は水田率が70 %台,飼料作物栽培面

鰻率が10%後半という点においても一致してい

る。

Na16農家の牛は,先述のNn8農家同様・,農協

からの貸付牛である。

また,胆沢町では拓齢者の生きがい対策のため
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に繋帝牛の貸付を行っており,希望者は抽選で繁

殖牛を借りることができる。返済は5年のうちに

仔牛で返却すれば,その繋頼牛は自分の所有とな

る。施12・Na17農家は胆沢町からの抽選で当っ

た牛を飼育している。したがって両農家の繁殖牛

の飼育は,収入のためより付伍的なものであると

言えよう。

耕地と宅地の位態関係は, Nal2農家に関して

は分散しており,転作田は,宅地からの距離では

なく,地味・日当りの良くない所に設定している。

Nal6農家の耕地と宅地の位tE一関係は,一部は宅

地から離れているものの,その他は宅地の周りに

集中している。転作田は宅地から遠い耕地の一部

と,宅地周辺の桝地とで,いずれも狭小な耕地を

当てている。第20図の※の部分は,現在は一部水

田として利用しているが,今後減反が韓化されれ

ば,転作田に当てる考えと言う　Na16農家にお

いて転作田の位tETを決定する要因は,宅地からの

距離の遠近によることが大と言えよう。恥17農
Lt

家の耕地は,主に宅地の下の方に集中している。

ここでも一部宅地から離れた耕地があるが,この

一部が転作田に設定されており,牧草のなカー一都では

小麦が栽培されている。

地2農家(第22図)は,旧農家で経営耕地面

鱗378 aである。飼料.作物栽培面墳率が10.1%と

最も低いということが注目される。転作田には牧

草の他,葉タバコ・豆を栽培している。畜産は畜

舎などに設備兜を要するので,今後とも畜産部門

を強化する意向はなく,畑作物指向であるO米プ

ラス野菜という経営形態は,転作が始まる以前の

大仰平の姿と言えよう。転作田設定は,距離上の

要因は少7:3く,耕地の広狭により決定されている

と言えよう。

〔Ⅱ型〕米プラス肥育牛という農家の数は1型よ

りも著しく少7Ilい。 Ⅱ型の特色としては農家-I-I当たり

の牛の飼育頭数が多い.点が挙げられる。これは,舵

育牛は繁殖牛よりも手間がかからないため多頭飼

育が可能であることによると言えよう。また第13

図に見られるとおり,飼料栽培面損と,その農家

が飼育している肥育牛の間には.相的関係がみら

れる。そこで, Ⅱ型の例として経営耕地面積348

a,内所有桝地面鰭は269aと,大畑平の中では

比較的小穐横であるが,肥育牛を140頭飼育して

いる恥4農家,それに経営耕地面鰐が530 qで肥

育牛を30頭飼育している施14農家の経営形態

を検討したい。

Jh4農家(第23図)は,飼育頭数140頭で,最

も多くの肥育牛を飼育している農家の一つと言え

る。昭和44年の強制減反の際には,繋聴牛を

13頭飼育していたが,朋和49年の補助事業の際

に建設された畜舎のうち2練を所有し,以来,肥

育牛に切り換えて,畜産の穐横拡大に努めている。

なお,牛は墳協から預託牛である。耕地と宅地の

位Ja関係は,一軍の耕地を除いて宅地の開園に集

中している。水馴ま水管理を容易にするために,

宅地に集中させており,転作田は宅地から触れた

所において,他の農家の転作田と合わせて団地と

なるように設定している。 Nu4戯家は畜舎やその

他の設備の設tlT状況;また,飼料作物栽培面鰐か

らも畜産指向型といえよう。しかし耕作地の位置

の決定は水田を中心にしているという点では,ま

だ完全な畜産指向とは言えないようである。

Na14農家(第24図)は,肥育牛が30頭,水

田率が75.9%で,水田畜産両指向型と言える。こ

の農家は旧農家であり,減反実施当初の昭和48

年までは少数の繁殖牛を飼育していたが,水田と

の両立が困難なために,伯和48年以降は肥育牛

に切り換えた　Na4農家と同様,農協からの預託

牛である。宅地と耕地との位把関係は, m和50

年に宅地を項在の所に移転して以降,耕地は宅地

の南側に集中している。水田は一部,字横沢原と

字萩森にもあるが,他は宅地の斜辺に集中してい

る。転作田は宅地から遠い所や,区画が未整理の

所に設定している　Na14農家は今後減反が強化

きれれば,牧草地を一層増やす意向である。聞き

取りによる限り,大部分が環状維持的であるのに

対し,この農家は畜産の規模拡大の意向を持って

いる敷少ない農家の一つである。

〔皿型〕水田プラス乳牛の農家は,戦後入植で,

もともと畑面的の広い農家が多く　i・n型と比
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ペ飼料作物の栽培面鰐が一層大きい。ここではⅢ

型の中で最も代表的な蔚農農家Nal h7農家を

取り挙げ,経営形態を検討したい。

thl農家(第25図)は,経営排地面績742 a,

水田率20.2%,飼料作物栽培面墳率78.9%であ

る。戦後入植農家であり,昭和28年から齢農を

開始した。栽培している飼料のうち転作田による

栽培率は38.7%と低い。このことから減反実施

以前から畑で積極的に飼料を栽培し,畜産を行って

いたと言えよう。宅地と耕地の位態的係は,水田

は宅地から100m前後にまとまっているが,飼料

作物の耕地は宅地局辺と字上中沢,字萩森に分散

している。デントコーンは主に宅地周辺でな

く一筆の面鏡が広い畑に栽培され,牧草は転作田

に栽培している。転作田の配態は,宅地周辺の耕

地内で年ごとの水田との輪作により,決定される。

牧草・デントコーン用機械は,大畑平内の5 ・6

戸が集まり共同で機械を使用している。項在,大

切平では,このような組合が2つ存在する。

将来は牛乳の生産調整が予想されるが,この対

策としてNnl農家は,飼育している乳牛全部から

搾乳するのでなく,一部を肉牛に当て,市場に出

荷する36)ことも考えている。このように乳牛の

生唾湘盤になっても畜産の設訳を十分に活用する

意向である。

Nu7農家(第26図)も水田率34.8%,飼料作

物栽培面倍率63.8%で, Nal農家同様典型的な複

合経営農家である。戦後入植農家であり,入植当

時から酪農を行っていた。開田の後,昭和47年

には,粗飼料を自給すべく,全面転作をして余耕

地に牧草を栽培していた。しかし,減反が蝿化さ

れるに及び,一度転作田にすると再び水田に戻す

ことが禁止されるような事態の到来を恐れ,昭和

55年には一部を再び水田に戻した(第26図参照)0

耕地に開しては,牧草はほぼ宅地周辺で一撃の

区画が大きい土地に集中している。これに対し水

田は,宅地闇辺と宅地から離れている上中沢に分

散している。このような傾向は, Na7農家が水田

耕作よりも,酪農を主としているので,牧草地

を水田より優先的に考えているためと思われる。

齢農を主としていることは'.機械の利昭状況か

らもわかる　Nq7農豹ま稲の刈り取り作業は,他

農家に委託している。逆に,牧草栽培に必要な機

械はすべて所有しており,他車家の牧草の刈り取

りにも協力している。

以上のように,Nal　地7農家は.飼料作物の

作付耕地を優先的に選択している点から見ても,

また,機械の所有から見ても,畜産指向であると

言える。しかしながら,この両農家が畜産指向と

なった要因には,単に経営者の意向のみでなく,

両農家が戦後入植農家であり,もともと水田に不

向きな耕地を所有していたという自然的要因によ

るところも大のようであるO

繭農家は,入植以来もともと前額という形で複

合経営に乗り出していtztzめ,他の水Em旨向の農

家で比べて減反政策の影響はまだ少7Iiくて済んだ。

それは水田指向の農家が減反政策以降,高藤経営

の強化を余儀7:=くされたのに対し,両農家は齢農

の性負上,それらの政策に柔軟に対処し得たため

と考えられよう。

〔lV型〕水田+繁殖から肥育に至る一貫飼育,の農

家は.繁殖牛に手間がかかるために戸数が少なく

大仰平でもNa3農家のみである　Na3農家(第

27図)は,経営耕地面横928aで,耕地は娘も大

規模な農家である。しかも旧農家であるため従来

から水田中心であった。しかしながら,現在では.;、

水m率はわずか21.9%である。元来水脚こ適して

いると思われる旧農家の水田を.あえて牧草栽培

の耕地に変えた経営状況を検討したい。 Zh3農家

は,昭和44年に農協が島根県から導入した繁殖

牛の飼育を開始した。昭和47年からの胆沢町集

団転作促進対策事業により,畜舎を他農家と共同

で4練建てた。同時に政府の農薬近代化施設整備

車菜の資金により,繁殖牛を5年償還の条件で導

入した。昭和58年には,共同の畜舎を個人に分

割して現在に至っている。

耕地の分布螺,水田を宅地の周辺の水管理がし

やすい耕地に残しておき,残りは全て牧草栽培に

当てている。飼料は,転作田の受託により鰯極的

に栽培しているので牧草は自給でき,余剰分は分
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家に与えている。施3農家も,恥1 -Na7農家同

様大規模な畜産指向農家であるが,耕地利用の決

定の際,まず水田から決定するという点で先の2

戸とは異なっている。
j?ォォー*:

〔Ⅴ型)水田プラス馬喰からの預託牛の農家は,

王も13 -NU5農家である。

Nal3農家(第28図)は,戦後入植農家であり,

開田当時繁殖牛を飼育していたが,兼業などの理

由から,一度は牛を手離していた。しかし的和60

年,馬喰からの預託牛の飼育を始めT:o減反によ

る転作田では野菜・小豆を栽培している。転作田

には一筆区画の小さい耕地を当てている。

地15農家(第29図)は,戦後入植農家であり,

入植した当初から齢農を行っていた。開田の際に

稲作を開始し,稲作と酪農では設備投資の面で困

難になり,肥育牛に切り換えf=。項在は馬喰から

預かった乳牛の肥育をしている。飼料を栽培する

必要がないため,転作割当分は,個人間契約に

より貸付けている。耕地に関しては,宅地周辺に

水田が集中しており,分散している耕地を転作田

に貸し付けている。

以上2つの農家は,水田を中心に置き,畜産は

あくまでも預託牛を飼育するに限られ,小規模で

ある。

〔Ⅵ型⊃その他の農家,この中で,耕地を全面転

作にして,その耕地をすべて第三者に委詔すると

いう事例がある。このケースとして,Na6農家を検

討したい。

Ih6農家は旧農家であり,もともと300qの水

田を所有していた。項在,その耕作権を縁故的係

の人に委譲しているが,その耕地は全面転作され

て牧草栽培に当てられている。転作基本奨励金は第三

者に配分されるが, Na6農家には第三者からの賃

借料が入る。まtz, Na6農家は繁殖牛を5頭飼育

しているので.寛借料の一部は,牧草で受け取って

いる。このFh6農家が耕作権を他に委讃した理由

は,農業者年金31)を受けるためであるこ

Nu6農家を含めて,全面転作をしている農家は

大畑平内で7戸みられる。 ,この7戸の農家の中に

は, Ncx6農家同様,耕作を第三者に委譲し,自ら
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第14図　No.9農家耕地分布

(農家台帳および閃きとりによる作成)

凡例は,家日用野菜農地を除き,水田・牧草

デントコーン畑に限る。以下29図まで同様

第15図　No.10農家耕地分布
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第16図　No.11農家耕地分布
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第17図　No.5農家耕地分布
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第18図　No.8農家耕地分布

第19図　No.12農家耕地分布
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第20図　No.16農家耕地分布

第21図　No.17農家耕地分布
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第22図　No.2鹿家耕地分布

第23図　No.4農家耕地分布-
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第24図　No.14農家耕地分布

第25図　No.1農家耕地分布

第26図　No.7農家耕地分布

第27図　No.3農家耕地分布
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第28図　No.13農家耕地分布

第29図　No.15農家耕地分布

は他の職業に従事する農家の形と,全面転作をし

た土地で牧草を栽培し,飼料の自給をめざしてい

る農家などがある。

以上の農家の他に, Ⅵ型には,蚕豚・餐鶏を行

っている農家も若干あるが,ここでは省略する。

2　散居集落と複合経営

以上のように,抽出農家17戸の経営形態を分

析する過程で,我々は各農家の経営耕地の分布,

家畜の飼育状態から,抽出農家の経営形態がおよ

そ3つの類型に分類されると考えた。

第・一の類型として, Na2 -Na8 -Nal2 -Nal6

・恥17農家が同一の傾向を示していると思われ

る。これらの農家の経営耕地面韻は, 200a

400 q前後と,大畑平内では比較的小さい。水田

率は70%台で抽出農家の内では高く,逆に飼料

作物栽培面的率は10、20%前後と低い。また,

飼声家畜は繁殖牛であり,いずれも2 ・ 3頭の少

数である。飼料作物は転作割当を消化する分だけ

栽培し,最小限におさえる傾向かある。したがっ

て利明権を設定して墳極的に牧草を栽培すること

もなく,飼料の自給はめざしてはいけないと言え

よう。

この型の耕地の分布は,水田が優先的に配管さ

れている。すなわち,水田は宅地L・)鴎辺で作業や

水管理の容易な所,宅地から離れていても面鏡が

広く,日あT:りの艮い好条件の所に配思している。

これに対し牧草に当てられている転作田は,宅地

から遠い所や,宅地に近くても一筆の面積が狭小

であったり,日当りの悪い所,さらに,他農家と

で作られる転作牧草団地との位思関係により決定

されている。

以上のように,第-類型の農家の経営形態は,

水田耕作が主体の経営形態であると言えよう。ま

た,この型の農家は兼業による農外収入に依存す

ることが多いので,畜産の穐横拡大はめざしてい

ないと思われる。この類型は,複合経営と言っても

減反割当を消化するための牧草を栽培する得度で.

その畜産部門は付随的なものであると言えよう。

次に,第二類型として,Na3 -Na4・仙5ォNq

9・NalO -Nail・Iも14農家が同一の傾向を示
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していると考えられる。これらの農家は,畜産部

門の穐横が第一類型よりも大きく,かつ水田面餌

も広いという点で,畜産,水田両指向型の農家と

言えよう。

この畜産・水田両指向の第二類型は,さらにNu

5・Notl0 -Nail -Nal4　農家のグループ〔2-

(1)型〕とNa3 -Na4　-Na9農家のグループ〔2-

(2)型〕に分けられる。

2-(1Mは水田率が60%前後から80%前半と

高い。家畜の飼育頭数も比較的多く,かつ水田面

鰭も大きい点で一致している。この中で上tolO

Nail農家は飼料の自給をめざしている　Nail農

家は所有桝地面債が小さいので鰻重的に利用権を

設定し,飼料作物を栽培しているe Na5農家は水

田率が83.3%と高く,転作も割当のみで飼料の自

給はめざしていない。

2-amの耕地分布も,罪-類型と同様,水田

を条件の良い土地に優先的に設定している。逆に

牧草に当てている転作川は,宅地から遠い耕地,

区画が狭く,作業効率が低い耕地である。

このように2-(1)型の農家は,減反実施後,伝

作田での牧草栽培開始により,畜産の短模を拡大

しつつあるが,一方では安定している米-の指向

も強い農家であると言えよう。

212周の農家は,飼料作物栽培痛憤率が40

%台　70%台と高い。そして飼料作物の自給を

めざすべく,利用権を設定し,飼料作物栽培面横を

拡大している。耕地は.水田に関しては,宅地間

辺や,区画が大きく作業効率の高い場所に集中し

ている。逆に牧草に当てられている転作田は,日

あたりや傾斜,宅地からの距離などの点で水田に

不向きTl場所である。

このように2-(21・型の農家は,家畜の頭数,飼

料作物栽培状況の点から,畜産指向と考えられる。

しかし,土地利用を決定する際には水田を中心に

考えるということから,米作-の指向も依然とし

て残している農家であると言えよう。

第三類型として, ♪hユ ・fh7農家が同一の偵向

を示していると考えられる。両農家とも前島農家

で,飼料作物栽培面鏡率は　78.9%, 63.8%と,

抽出農家中で最も高い。また,両農家ともそれぞ

れ194 a・540aの利用権を他農家の耕地に設定

し.飼料栽培に当てている。

窮三類型の耕地分布は,宅地周辺に集中して

一筆の区画も大きい耕地に,飼料作物を当ててい

る。一方,水田に関しては,一部は宅地の周辺に

分布するが,主に宅地から離れた場所に熊中的に

分布している。す7Iiわち,第三類%)の耕地分布は,

飼料作物を優先的に設定している点において,他

の類型には例を見7:Sい形態であると言えよう。

このように第三類型の農家は,畜産プラス米と

いう形態であり,戸別の耕地の構成において飼料も自

給に近づけるというこの形は,典型的7IS校合経常

であると言えよう。とくに,両方とも齢農農家で

ある点が注目される。乳牛は搾乳の手間がかか

ることや,飼料を多く粟すること7:3どから,節農

は,畜産を従とする形では経営が困難になるの

で,第三類型にみられるよう7IS経営形態に嘱する

と思われる。

以上のように,本酌において我々は,土地利用

の分布状況と畜産の規模から,その経営形態を三

つに類型化した。そこでさらに全体的に大畑平

の土地利用について次のように考察を加えること

ができよう。

大畑平では,宅地を中心にして自家野菜を宅地

に一番近い餅地に栽培し,その外剛には,軌,'主

力を注ぐものから頓に同心円状に分布させるという

圏構造が認められる。しかし,複雑な地形的性格

を有する胆沢扇状地の特性上,そこから生ずる水

管理の問題や区画の大小,宅地の位散による日当

りの艮否・さらに,転作田牧草栽培団地化政策等

により,土地利用の設定が柔軟に行われていると

言えよう。

このよう7Ii空間構造で,大切平には複合経営が根

づきつつあるが,その内面は確固とした基盤を有

する複合題宮の形態であるとも言えTSいようであ

る。例えば,前述の第一類型のJ:う7:J小穐佼7IS畜

唾を行っている農家では,自宅の転作割当分を

消化するための分だけ飼料を栽培し,それに妃合

う家畜を飼育しているにすぎTSい。また,受託に
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より飼料栽培面債を増やしている畜産指向の農家

ち,転作基本奨励金や受託料に支えられている

側面があると考えられる。このように現在の大畑

平の複合経営は,減反政策の転作基本奨励金に支

えられている側面も見落せないのである。

減反政策の強化や転作基本奨励金の削減が一層進

めば今後複合経営はどのような道をたどるのであろう

か。項在のよう7:iスムーズな受委託関係や利用権

設定による飼料作物栽培面積の拡大7Ilどが,今後

も円滑に維持・進行するのであろうか。敵居地域

における経営耕地の宅地周辺への集中という利点

を巧みに利用し,定着し始めている複合経営が崩

壊し7ISいよう心から囲うものである。

Ⅴ　結　び

以上,本年度は散居形態の万が適していると思

われる複合経営に関して, 1983年度の研究に引

き続き,再び大畑平地区を事例に,そのインテン

シブ7IS研究を進めた。本稿では,個別農家の土地

所有の形態や経営耕地の配置状況,およびその利

用の把握,農業経営形態の類型化の作業を通して,

散居集落において展開されている複合経営の構造

を把えようとした。すでに,各軍・各卸において

その内容はまとめられているが,要点のみを整理

すれば以下のごとくである。

(1)大畑平においては,昭和30年代の大規模な

開田化以前から,家族的7:3小規模複合経営が行わ

れていたが,減反政策の実施を契機として複合経

営が再び注目され,現在はr米プラス畜唾の集落」

として,胆沢町における複合経営の中心と7:3って

5M!

(2)胆沢町では,集落mで転作の受委託という方

法がとられているが,大畑平は債極的に他集落の

転作割当面積を受託し,牧草地の拡大を進めてい

る。

(3)さらに,農用地の利用権を設定して,飼料作

物栽培面横の拡大を図る農家も数多く見られる。そ

れらは,飼料作物の自給率を高めるために,経営'

規模の拡大を志向する中核的農家である。

(4俄々は,大畑平におけるr米プラス畜産(本

稿では牛に限定した) 』の複合経営形態は,およ

そ次の三つの類型化できると考えた。第一類型は,

畜産は数頭得度の繁殖牛で,水田耕作に主力を置

く水田指向型の経営状態である。第二類型は,水

田と畜産との両指向型の経営形態である。両類型

とも,土地利用の配置は水田が優先的に決定され,

稲作への意欲が十分に高い。第三類型は,畜産指

向型の経営形態である。酪農農家がこの型にあて

はまり,耕種では飼料作物の比重が大きいことか

ら,土地利用は飼料作物が優先的に決定される。

15)以上のことから,大畑平における各農家の土

地利用に関しては,宅地を中心として,各農家が

主力を態く作物の噸に,ある程度の層構造が認め

られるC　しかし7IZがら,土地条件の良否や団地化

政策7:iどの閉域によって,土地利剛ま柔軟に対処

されていると言えよう。

以上のように,大畑平において,は,転作の受委

託方式をはじめ,農地の利用権設定による飼料作

物の経営規模拡大7IJどを噂しての複合経営が進行

している。その際に,耕地の宅地問辺への集中と

いう散居集落の特性は,土地利用や転作田にある

程度の圏構造を示し,経営形態の相違によって,

それぞれ変化することが確認できた。

ところで,高度経済成長以前には,家族的7:3小

規模複合経営という営農形態は,ごく一般的7:3も

のであった。それが,経済成長とともに経営の大

型化や単作化の方向に進み,複合経営はむしろ否

定方向にあった。さらに,このようにして進めら

れた農業の近代化が,やがて,結果的には米の過

剰を生み,減反政策がF潤された。政府は,それ

以降,複合経営に考慮を払い,再び複合経営が提

唱され始めたのである。

このよう7Il二度にわたる大き7:3潮流の変化の甲

で,その対応に農家は大き7Il努力を払ってきた。

耕榎と畜唾とが相い補ってその効果が発揮できる

複合経営こそが,本来の農業のあるべき姿だとし

ても,一度,大型化・単作化された経営形態を,再

び変更することは容易で埠7まい。しかし,そのよ

う7:3状況のもとでも,小農複合経営が日本の各地

で再度起こりつつあるのである。
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本年度,研究対象地区として取り上げた大畑平

tT_おいても,高度紐済成長以前から存続していた

小規模7:i畜産を基盤にして,項在,米と畜産との

複合経営が,すでに述べたように,転作との関係

の中で多様7:S形で進行し,根づきつつある。これ

が減反政策の中で,転作基本奨励金に支えられてい

る一面のあることも見落せないが,せっかく定着し

始めた複合経常が,決して崩壊することがなし、よ

うに願わずにはおられ7ISい。

(付l己)

本調査において,多大な御協力をいただきま

した胆沢町役場,胆沢町農協,大畑平区長吉田

義治氏,並びに,佐々木哲,渡辺庄市両氏をは

じめとする大畑平地区の皆様に深く感謝し,厚

く御礼申し上げます。

我々は, 1983年度以来,四ヶ年にわたり胆

沢扇状地における敷居集落の諸性格を継続石#究

してきた。一見.等質に見える景観の甲にも,

様々7:i地域的特色のあることが判明した。あた

かも,古代・甲位の開拓から,戦後開拓に至る

までの歴史性の相iBに対応しているごとくで

また,大畑平の事例から,各農家の経営規模や

耕地分布の相遍によって,校合経営の形態が変化

していることも確認できT:。このことから,単純

に耕種と畜産とを結合した校合経営を即昌するの

では7:3く,各農家の経営観校や経営耕地の地理的

条件をも十分配慮し,地域の集蕗形態やその立地

状況,さらには,地域経済全体を十分に考慮するよ

うtf,きめ細か7:J施策が期待されるであろう。

ある。また,複雑7:=地形・地質によるところも

?iォS 冗

他地域の敷居弟蕗のごとくの洪水の危険性こ

そ7ISいものの,困難7Is用水掘削や度重fISる冷害

を克服して,今日の美しい敷居費観は生まれて

きた。今年度,調査をした複合経営も,現在の

農業構造の甲での,一つの対応であろうO

四ヶ年にわたる野外実習に対し,多大の御支

援,御協力をいただいた各横側・各位に対し,

攻めて深甚の謝意を表しますとともに,この美

しい敵居寮観が21位紀にも受け継がれること

を願ってやみません.　　　　　(岡村光展)

(注)

1)小川琢冶「越中国甲部の在宅につきて」.地理雑誌312, 1914

2)　橋本征冶「敷居村にblける社会構造の地理学的研究一砺波における事例-」 ,人文地理211

6. 1969

3)　岡村光騒「大井川扇状地にb-ける近世敷居集落の展開」 ,人文地理25-3 , 1973

4)　谷間武堆「大井川扇状地における敷居集落」 ,史林56-3, 1973

5)　石原　潤「集落形噂と村落共同体一時に讃岐の事例を中心に-」人文地理17-1. 1965

6)　山口弥一皿「陸中胆沢扇状地における敷居とその生活」 ,地理学評論17-5, 1941

7)　池田雅美「胆沢扇状地における開拓過程の歴史地理的研究」人文地理18-1 , 1966

8)　大原・細沢・甲田「胆沢扇状地における敷居集落一大畑平を・¥i例として-」新潟大学教育学部

地理学教室, 1984

9)　清水・高橋・中嶋・神能・高橋・吉田「敵居柴蕗における桝地と水利一中位段丘面の善刈窪を

事例として-」 ,新潟大学教育学部地理学教室, 1985

10)　野崎・山崎・臼井「胆沢町下位段丘上集落における農薬超営一散居地域における農薬経営と転

作.南都田地区第14・15・16集落を中心に-」新潟大学教育学部地理学教室, 1986

ll)　小笠原節夫「高冷朗括地八ヶ岳山麓野辺山における集落の変貌」 ,人文地理14 , 1962

12)　菊地俊夫「那須山鹿戦後開拓地における解毒発展と空間パターンの形成」 ,地理学評論

55-6, 1982

-87-



13)　浜谷正人「農村の構造把握の試み一興落パターンと土地利用の圏構造を中心にして-」 ,人文

地理23-5, 1971

14)　斉藤幸治「岩手県胆沢lH流域における段丘形成」 ,地理学評論51 -12, 1978

胆沢川流域の段丘面,を高位から頓に①一首坂段丘面, ◎上野原段丘面, ⑧横道段丘面, ④堀切

段丘面, ⑧福原段丘面, ⑥水沢高位段丘面, ⑦水沢低位段丘面に区分している。この区分は中川

ほか(1963)とほぼ同じであるが,中川はかは①を上位段丘面,⑨⑧④⑤を胆沢段丘面と称して

中位段丘面, ◎⑦を水沢段丘面と称して下位段丘面としている。

15 )　年間平均気温等気候に関する数値や耕地面臥生唾巧等の数値は胆沢町役場作成rいさわの農

政」による。

16)　胆沢町役場作成r胆沢農業振興地域整備計画書J (昭和61年4月発行)

17)　「大畑平地区の概観」で用いた数値は,胆沢町役場作成r大畑平　米+畜産の輿落」による0

18)　胆沢町では,新農業構造改善事業を導入し,地域の活性化を図っている。その一つとして昭和

55年度一・一の台地区(大畑平の範囲)を地区再編農業構造改善事業の指定地区とし,複合経営を通し

ての担い手農家の育成,農用地の高度利用等を基本目顔としている。

19)　大畑平地区に電気が通ったのもこの年である。

20)　牧草の趣類はオ-チャントである。

転作田には牧草が主だが,すぐに収入を得ようとする農家はピーマンを植える傾向がある0

21)　項在では,個人所有に7:3り,農協からの預託牛が飼育されている。

22)　現在,大畑平において転作田面砿のはぽ70%が牧草団地化(1ha以上)と7:Sっている。

これにあてはまらTlい転作田は「バラ転」と呼ばれ,団地加算金(10　あたり10.000円)

の対象から外される。

23)　昭和61年度からは, 10 0あたり26,000円に7:=っている。

24)　受託して10 aを牧草に転作した場合の全項を下に示す。

※　政府からの転作基本奨励金　　　42,000円

団地加算金　　　　　　　　　　10,000円

受託料　　　　　　　　　　　　　25,000円

☆　町からの受託奨励金　　　　　　　3.000

(

※　牧草7:=どの飼料作物(特定作物)に対する奨励金は,昭和55年度までは52,000円だ

った。

☆　適地適作の指導もあり,町からの奨励金は,受委託開始当初,受託・委託の両方に支

払われた。しかし,項在では受託する農家が減少したため.委託側農家はこの対象から

外されている。

25)　期間は当事者相方の話し合いによる。

擦準小作料は士30%が敬度とされる0

26)　期間は　・3年以上　6年未満

・ 6年以上10年未満

.10年以上　　　　　　の3種類である。

覇tMm^Avl LアロE ElEismmmmmm眉間[*iian

聞き取り調査によれば,秋の収穫が終われば,米や酒でお礼をするそうである。

28 )　一般に経営耕地面蛤が増加すれば,転作面韓も増加するので飼料栽培面鏡も相対的に増加する。

'しかし,実際には受託,あるいは委託の的係を結び,転作割当以上もしくは以下の面槙を転

作する農家が存在する。
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29)　以下,水田率と記す。

30)　以F,飼料作物栽培面鰻率と記す0

3日　馬境とは,肥育牛の持ち主で農家にその肥育牛を預ける人のことをいうQ預託された農家は,

その肥育牛が成牛になるまで飼育し,成牛にTSると馬喰に返す。この時に手数料をもらうしくみ

と7:=る。飼料も馬喰が必要なだけ与えるT=めに,預託された農家は自宅で飼料作物を栽培する必

要'jaas

32)家畜は繁殖牛,把育牛,乳等ともに粗飼料だけでは育f:ないので,沸厚飼料を農脇から購入し

ている。この傾向は全農家に共通しているといえる。

33)　耕穣農業とは,米,野菜,工芸作物,果樹という,耕地で栽培する作物を生産する農業のこと。

34)　農協は希望者に繋埴牛の氏付けを行っている。返済は3年もしくは5年のうちに現金で行う0

35)　農家台帳に記載してある佃のこと。減反実施以前から畑であった耕地である。

36)　乳牛の峰については, 6ケ月飼育して肉用の黒牛「開拓牛」として九州方面に出荷している。

37)　65歳以上で,自分の農家の経営を後継ぎや第三者に移譲LT=人が受ける権利を持つ。
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編　集　後　記

五十嵐に今日も冷たい北の風がふきつけます。 --・何をしたら

よいか,わからぬまま調査のため東奔西走したあの暑い夏の日が,

ずっと遠い昔のように思えます。

冊子作成の当初は,まったく足元もおぼつかないような私たち

でしたが, 9人の想いが1つにまとまった今,なんとか1人歩き

ができるようになったように思います。その歩みは遅いけれど雪

道を-歩一歩踏みしめるように確実に,力強く--・

今,冬の空に暖かい日がさしています。春-の予感を心のキャ

ンバスに描きつつ,私たち9人はさらなる飛鍵を朋しています。

今回の内容に関しては不備,誤謬も多々あると思いますが,卸

叱正などいただければ幸いです。

なお,調査・冊子作成にあたり,多大なる御協力をいただいた

すべての万々に重ねて感謝申し上げます。

昭和62年1月19日

新潟大学教育学部地理学教室

三年生一同
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